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健康診断時における 

新型コロナウイルス感染症による肺機能検査の一部制限とお願いについて 

 

 

 社会医療法人抱生会丸の内病院健診センターでは、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染状況

から、長野県においても「まん延防止等重点措置区域」に指定され、且つ「長野県感染警戒レベル」も

高い水準に達している情勢を鑑み、健康診断時における肺機能検査につき、一時中止（制限）をお

勧めしております。 

皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

尚、肺機能検査の一部制限については、国や県・市などの対応や感染状況等を踏まえて制限の可

否を判断することといたします。 

 

【問い合わせ先】 

社会医療法人抱生会 丸の内病院健診センター 

TEL；0263-28-0055 


